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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐水ノズルを内蔵した本体部と、前記本体部に対して回動可能に軸支された便座と、を
有する衛生洗浄装置の取付構造であって、
　第１の支持体に対して前記本体部の底面を固定し、
　便器を覆う第２の支持体である隠蔽パネルに設けられた開口に、前記本体部の背面に設
けられた取付具を係合させることにより、前記隠蔽パネルに対して前記本体部の前記背面
を固定することを特徴とする衛生洗浄装置の取付構造。
【請求項２】
　吐水ノズルを内蔵した本体部と、前記本体部に対して回動可能に軸支された便座と、を
有する衛生洗浄装置の取付構造であって、
　第１の支持体に対して前記本体部の底面を固定し、
　便器を覆う隠蔽パネルの裏側に設けられた第２の支持体であるフレームに、前記本体部
の背面に設けられた取付具を係合させることにより、前記フレームに対して前記本体部の
前記背面を固定することを特徴とする衛生洗浄装置の取付構造。
【請求項３】
　前記取付具は、前記第２の支持体に対して前後方向の移動を規制する位置規制部を有す
ることを特徴とする請求項１又は２のいずれか１つに記載の衛生洗浄装置の取付構造。
【請求項４】
　前記第１の支持体は、便器を覆う隠蔽パネルであり、
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　前記隠蔽パネルに固定穴を設け、前記本体部を前記固定穴を介してネジ止めすることに
より前記底面を固定することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の衛生洗浄
装置の取付構造。
【請求項５】
　前記本体部は、収納部と、前記収納部よりも周囲にはりだした周縁部と、を有し、
　前記収納部は、便器を覆う隠蔽パネルに設けられた凹部に収容され、
　前記凹部と前記収納部との隙間は、前記周縁部により隠蔽されてなることを特徴とする
請求項１～４のいずれか１つに記載の衛生洗浄装置の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛生洗浄装置の取付構造に関し、より具体的には、航空機のラバトリーなど
のトイレユニットに設置される衛生洗浄装置の取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　衛生洗浄装置は、洗浄水を噴射する吐水ノズルを進退自在に収容し、腰掛便器に付設し
て、便座に座った使用者の「おしり」などを洗浄することができる。これまで、衛生洗浄
装置の取付けの方法としては、便器の上面にボルトで締め付けたり（特許文献１）、便器
の上面に予め固定した取付具に衛生洗浄装置の底面を係合させたりしていた（特許文献２
）。　
　一方、航空機のラバトリーなどに設けられるトイレユニットには、大便器を覆う「シュ
ラウド」などと呼ばれる隠蔽パネル（支持体）が設けられ、便座はこの隠蔽パネルの上面
に取り付けられている（特許文献３）。ところが、航空機のラバトリーは狭く、そこに設
置される大便器は通常の大便器よりも奥行きが小さいので、ここに衛生洗浄装置を設置す
るためには、衛生洗浄装置の本体部の奥行きを一般的なものよりも小さくし、高さ寸法を
大きくする必要がある。
【特許文献１】特開２００３－２６８８３９号公報
【特許文献１】特開２００５－１２０６３９号公報
【特許文献３】特開平６－１８９８７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、このように高さ寸法を大きくした衛生洗浄装置を航空機のラバトリーのトイレ
ユニットに従来と同様の方法で取り付けると、本体部の上部にぐらつきが生ずるおそれも
ある。衛生洗浄装置の本体部の上部がぐらつくと、便座の座り心地に影響を及ぼすばかり
でなく、航空機の揺れや振動により本体部と支持体（隠蔽パネル）とが衝突を繰り返し、
耐久性を損なうこともあり得る。
【０００４】
　本発明は、かかる観点からなされたものであり、航空機のラバトリーなどに設けられる
トイレユニットに確実に固定することができる衛生洗浄装置の取付構造を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様によれば、吐水ノズルを内蔵した本体部と、前記本体部に対して回動可
能に軸支された便座と、を有する衛生洗浄装置の取付構造であって、第１の支持体に対し
て前記本体部の底面を固定し、便器を覆う第２の支持体である隠蔽パネルに設けられた開
口に、前記本体部の背面に設けられた取付具を係合させることにより、前記隠蔽パネルに
対して前記本体部の前記背面を固定することを特徴とする衛生洗浄装置の取付構造が提供
される。
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【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、航空機のラバトリーなどに設けられるトイレユニットに確実に固定す
ることができる衛生洗浄装置の取付構造を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかる衛生洗浄装置が取り付けられたトイレユニットの
模式斜視図である。　
　また、図２は、このトイレユニットにおける衛生洗浄装置の固定部を表す概念図である
。　
　また、図３は、このトイレユニットから衛生洗浄装置を取り外した状態を表す模式斜視
図である。　
　また、図４は、本実施形態の衛生洗浄装置を斜め後方から眺めた模式図である。なお、
図２以降の各図については、既出の図面に表された要素と同様の要素には同一の符号を付
して詳細な説明は適宜省略する。
【０００８】
　図１～図４に例示したトイレユニットは、例えば航空機のラバトリーなどに設けられる
トイレユニットである。隠蔽パネル（第１の支持体、第２の支持体）５００の開口には、
便器６００のボウルが露出している。そして、その上部後方に衛生洗浄装置１００が取り
付けられている。衛生洗浄装置１００は、本体部２００と、この本体部２００に回動可能
にそれぞれ軸支された便座１１０及び便蓋１２０と、を有する。本体部２００には、吐水
ノズル２６２が便器６００のボウルに進出可能に設けられている。吐水ノズル２６２はそ
の先端から水を噴射し、便座１１０に座った使用者の「おしり」などを洗浄する。なお、
本願明細書において「水」という時は、冷水のみならず温水も含むものとする。
　衛生洗浄装置の本体部２００は、図２に概念的に表したように、背面において固定部３
００により固定され、底面において固定部４００により固定されている。
【０００９】
　図３に表したように、隠蔽パネル５００には、衛生洗浄装置１００を収容する凹部５３
０が設けられている。また、凹部５３０の上には、衛生洗浄装置１００の本体部２００の
上部を固定するための一対の挿入穴５４０が設けられている。一方、図４に表したように
、衛生洗浄装置１００の本体部２００の後方には、隠蔽パネル５００の凹部５３０に収容
される収納部２０６が設けられている。収納部２０６よりも前方には、収納部２０６より
も周囲にはりだした周縁部２０８が設けられている。
【００１０】
　図１及び図２に表したように、衛生洗浄装置１００を取り付けた状態において、隠蔽パ
ネル５００の挿入穴５４０や、凹部５３０と収納部２０６との隙間などは、衛生洗浄装置
１００の周縁部２０８により隠蔽されている。その結果として、隠蔽パネル５００の前面
に衛生洗浄装置１００が密接して設けられ、すっきりとした外観が得られている。
【００１１】
　また、図３に表したように、便器６００の後方には、バキュームブレーカー６１０が隠
蔽パネル５００から上方に突出して設けられている。そして、図４に表したように、本実
施形態の衛生洗浄装置１００の本体部２００の底面２０２の後方には、バキュームブレー
カー６１０の少なくとも一部が格納される収納凹部２１２が設けられている。このような
収納凹部２１２を設けることにより、凹部５３０に突出したバキュームブレーカー６１０
と干渉することなく衛生洗浄装置１００を取り付けることができる。
【００１２】
　ここで、隠蔽パネル５００と便器６００の構造についてより詳細に説明する。　
　図５は、隠蔽パネル５００を表す斜視図である。隠蔽パネル５００は、板状の成型体で
あり、便器のボウル面が露出する開口５１０と、バキュームブレーカーが突出する開口５
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２０が形成されている。また、前述したように、凹部５３０の上には一対の挿入穴５４０
が設けられている。さらに、開口５１０の後方には、衛生洗浄装置１００の本体部２００
を固定するための一対の固定穴５５０が設けられている。
【００１３】
　図６は、隠蔽パネル５００と便器６００とを分離した状態を表す斜視図である。　
　また、図７は、隠蔽パネル５００を便器６００に取り付けた状態を表す斜視図である。
　図６に表したように、真空式の便器６００の後方には、給水配管６２０が接続され、そ
の途中にバキュームブレーカー６１０が設けられている。バキュームブレーカー６１０は
、その上端が便器６００の上面よりも高い位置となるように上方に突出している。　
　隠蔽パネル５００により便器６００を被覆した状態において、図７に表したように、開
口５２０からバキュームブレーカー６１０が突出している。
【００１４】
　図８は、衛生洗浄装置１００の上部の固定部３００の第１の実施例を表す一部断面図で
ある。　また、図９は、本実施例において用いられる取付具の３面図である。　
　また、図１０は、本実施例において衛生洗浄装置１００を取り付ける状態を表した模式
図である。
【００１５】
　本実施例においては、衛生洗浄装置の本体部２００の周縁部２０８の背面側に、一対の
取付具３３０が設けられている。取付具３３０は、略コ字状の形態を有し、その先端３３
２が下方に延在している。　
　衛生洗浄装置１００を取り付ける際には、本体部２００を隠蔽パネル５００の凹部５３
０に挿入し、取付具３３０が隠蔽パネル５００に当接したところで、本体部２００を上に
持ち上げて取付具３３０を隠蔽パネルの挿入穴５４０に挿入する。そして、本体部２００
の周縁部２０８の端部２０８Ｐが隠蔽パネルの前面５０２に当接したら本体部２００を下
方に降ろす。すると、図８に表したように、取付具３３０の先端３３２が隠蔽パネルに設
けられた開口５６０に挿入されて本体部２００の上部が固定される。つまり、本実施例に
おいては、取付具３３０を隠蔽パネルの開口５６０に引っかけることにより、衛生洗浄装
置の本体部２００の背面の上部を隠蔽パネル５００に対して固定することができる。取付
具３３０の寸法を予め所定の範囲に設定しておけば、図８に表したように、本体部２００
の周縁部２０８の端部２０８Ｐが隠蔽パネルの前面５０２に当接し、同時に取付具３３０
の先端３３２も開口５６０の前端に当接した状態となり、本体部２００はがたつきやぐら
つきが生ずることなく固定される。　
　また、衛生洗浄装置１００を取り外す際には、本体部２００を持ち上げて取付具３３０
の先端３３２を隠蔽パネルの開口５６０から外した後に、本体部２００を手前に引き出せ
ばよい。
【００１６】
　図１１は、衛生洗浄装置１００の上部の固定部３００の第２の実施例を表す一部断面図
である。　
　また、図１２は、本実施例において用いられる取付具の３面図である。　
　本実施例においても、衛生洗浄装置の本体部２００の周縁部２０８の背面側に、一対の
取付具３４０が設けられている。取付具３４０は、略Ｌ字状の形態を有し、その先端は略
水平方向に延在し、固定穴３４２が設けられている。
【００１７】
　一方、隠蔽パネルの後方すなわち裏側には、金属製のフレーム（第１の支持体）６５０
が設けられている。このフレーム６５０は、例えばトイレユニットが設置されるラバトリ
ーの躯体の一部であり、隠蔽パネル５００を固定するために用いられるものである。また
は、フレーム６５０は、隠蔽パネル５００に対して固定されたものであってもよい。
【００１８】
　そして、本実施例においては、ネジ６６２を介して、取付具３４０をフレーム６５０の
一部を折り曲げて形成した固定部６６０に固定する。衛生洗浄装置１００を取り付ける際
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には、本体部２００を隠蔽パネル５００の凹部５３０に挿入し、取付具３４０を隠蔽パネ
ルの挿入穴５４０から挿入する。そして、隠蔽パネル５００の裏側において、ネジ６６２
を固定穴３４２にねじ込んで締める。このようにして、本体部２００の背面の上部をフレ
ーム６５０に対して固定することができる。この際にも、取付具３４０のサイズを所定の
範囲に設定しておけば、図１１に表したように、本体部２００の周縁部２０８の端部２０
８Ｐが隠蔽パネルの前面５０２に当接した状態で、がたつきやぐらつきが生ずることなく
本体部２００を固定できる。　
　なお、本実施例においてネジ６６２は必須ではなく、取付具３４０をフレーム６５０に
対して固定できれば他の各種の手段を用いることができる。本実施例においては、フレー
ム６５０に対して取付具３４０を固定できるので、機械的な強度が高い。さらに、フレー
ム６５０に対して取付具３４０を固定できるので、本体部２００の周縁部２０８と隠蔽パ
ネルの前面５０２との間に過度の圧接力などが生ずることがない。つまり、本体部２００
と隠蔽パネル５００とが衝突することによる損傷なども抑制できる。
【００１９】
　図１３は、衛生洗浄装置１００の上部の固定部３００の第３の実施例を表す一部断面図
である。　
　また、図１４は、本実施例において用いられる取付具の３面図である。　
　本実施例においても、衛生洗浄装置の本体部２００の周縁部２０８の背面側に、一対の
取付具３５０が設けられている。取付具３５０は、略コ字状の形態を有し、さらに本体部
２００に取り付けた状態において上方に向けて突出した位置規制部３５４が設けられてい
る。
【００２０】
　一方、本実施例においても、隠蔽パネルの後方すなわち裏側には、金属製のフレーム（
第１の支持体）６７０が設けられている。第２実施例と同様に、このフレーム６７０も、
例えばトイレユニットが設置されるラバトリーの躯体の一部であり、隠蔽パネル５００を
固定するために用いられるものである。または、フレーム６７０は、隠蔽パネル５００に
対して固定されたものであってもよい。
【００２１】
　そして、本実施例においては、取付具３５０の一部をフレーム６７０に設けられた開口
６７２に挿入して固定する。衛生洗浄装置１００を取り付ける際には、本体部２００を隠
蔽パネル５００の凹部５３０に挿入し、取付具３５０を隠蔽パネルの挿入穴５４０から挿
入する。そして、取付具３５０の先端３５２がフレーム６７０に当接したら、本体部２０
０を少し持ち上げてさらに押し込む。すると、今度は、取付具３５０の位置規制部３５４
がフレーム６７０に当接する。この状態で本体部２００を下に降ろすと、図１３に表した
ように、フレーム６７０の一部が取付具３５０の先端３５２と位置規制部３５４との間に
挟まれた状態となり、本体部２００の背面の上部をフレーム６７０に対して固定すること
ができる。
【００２２】
　このようにして取り付けられた状態において、本体部２００の可動範囲は、取付具３５
０の先端３５２と位置規制部３５４との間隔Ｗ（図１４参照）と、フレーム６７０の厚み
Ｔ（図１３参照）と、の差に等しい。従って、取付具３５０の先端３５２と位置規制部３
５４との間隔Ｗを制御することにより、本体部２００のがたつきを十分に抑制することが
できる。
【００２３】
　また、衛生洗浄装置１００を取り外す際には、本体部２００を持ち上げて取付具３５０
の先端３５２をフレーム６７０の開口６７２から抜き去ればよい。本実施例においても、
フレーム６７０に対して取付具３５０を固定できるので、機械的な強度が高い。さらに、
フレーム６７０に対して取付具３５０を固定できるので、本体部２００の周縁部２０８と
隠蔽パネルの前面５０２との間に過度の圧接力などが生ずることがない。つまり、本体部
２００と隠蔽パネル５００とが衝突することによる損傷なども抑制できる。また、本実施
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例においては、隠蔽パネル５００の裏側に手を突っ込んでネジ止めなどする必要がなく、
衛生洗浄装置１００の取付や取り外しが簡単である。
【００２４】
　図１５は、本実施例において用いることができる取付具の変型例を表す３面図である。
　本変型例においては、取付具３５０の先端３５２が後方（図１３参照）に向けて傾斜し
ている。この取付具３５０を用いて図１３に表したようにフレーム６７０に固定する場合
、本体部２００を持ち上げて先端３５２をフレーム６７０の開口６７２に挿入し、位置規
制部３５４がフレーム６７０に当接した後に本体部２００を下方に降ろすと、先端３５２
の傾斜面にフレーム６７０の開口６７２の端が当接する。先端３５２と位置規制部３５４
との最小の間隔Ｗ（図１５参照）をフレーム６７０の厚みＴ（図１３参照）と同一または
やや小さく設定しておくと、本体部２００を下方に降ろした時に、フレーム６７０は取付
具３５０の先端３５２と位置規制部３５４との間に圧接して挟まれた状態となり、がたつ
きがなく強固に固定することが可能となる。
【００２５】
　以上、衛生洗浄装置の本体部２００の上部の固定部３００について説明した。　　
　次に、本体部２００の下部の固定部４００について説明する。　
　図１及び図２に表したように、本実施形態の衛生洗浄装置は、本体部２００の前方に一
対の固定部４００を有する。　
　図１６及び図１７は、固定部４００の構造を例示する組立図である。なお、これらの図
においては、便座１１０と便蓋１２０は取り外した状態を表した。
【００２６】
　固定部４００は、本体部２００に設けられた凹部４３０と、この凹部４３０を塞ぐキャ
ップ４１０と、その隙間を液密に維持する防水パッキン４２０と、を有する。キャップ４
１０は、例えばその先端に係合突起４１２を有し、凹部４３０を塞いだ状態で固定可能と
されている。そして、凹部４３０の底面には、固定穴４４０が設けられている。固定穴４
４０は、ケースカバー２９０とケースプレート２１０をそれぞれ貫通し、隠蔽パネル５０
０に設けられた固定穴５５０と連通する。
【００２７】
　図１８及び図１９は、固定部４００の内部構造を例示する模式断面図である。　
　凹部４３０の底面に設けられた固定穴４４０と隠蔽パネルに設けられた固定穴５５０を
介してネジ４５０が挿入され、ケースカバー２９０とケースプレート２１０が隠蔽パネル
５００に対して固定される。なお、隠蔽パネルの固定穴５５０の裏側にはナット（図示せ
ず）などが適宜設けられ、ネジ４５０が螺合されて締め付けられる。このようにして、本
体部２００の底面２０２（図４参照）が隠蔽パネル５００の上面に固定される。ケースカ
バー２９０とケースプレート２１０を一緒に締め込むことにより、より強固に固定するこ
とが可能となる。
【００２８】
　本実施形態によれば、図８～図１５に関して前述したように衛生洗浄装置の本体部２０
０の背面の上部を固定し、さらに、図１６～図１９に関して前述したように、本体部２０
０の底面２０２を隠蔽パネル５００の上面に対して固定することにより、衛生洗浄装置１
００を前後左右及び上下のいずれの方向に対しても強固に固定することができる。その結
果として、揺れや振動が多い航空機などのラバトリーに設置した場合でも、がたつきがな
く衛生洗浄装置１００を常に安定して動作させることができる取付構造を提供できる。
【００２９】
　図２０は、本体部２００を固定した後にキャップ４１０を取り付けた状態を表す模式図
である。このように、キャップ４１０をした状態において、本体部２００の上面とキャッ
プ４１０の上面とを略連続した単一の面とすることができ、すっきりとして見栄えがよい
取付構造を提供できる。また、この状態において、防水パッキン４２０を内蔵することに
より、水などが凹部４３０の中に侵入することも防止でき、信頼性も確保できる。
【００３０】
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　図２１は、固定部４００の変型例を表す斜視図である。　
　また、図２２は、本変型例の取付構造の内部構造を表す模式断面図である。　
　また、図２３は、本変型例において設けられるキャップ４１０を表す斜視図である。
【００３１】
　本変型例においては、キャップ４１０に隣接して凹部４８０が形成されている。また、
キャップ４１０の上部の側面には、溝４１６が設けられている。このような凹部４８０と
溝４１６とを設けると、例えばマイナスドライバーなどを溝４１６に差し込んでキャップ
４１０を簡単に外すことができ便利である。
【００３２】
　図２４は、本実施形態の衛生洗浄装置１００を取り付ける状態を例示する模式図である
。　衛生洗浄装置１００をトイレユニットに取り付ける際には、まず、便座１１０と便蓋
１２０を本体部２００から取り外す。また、隠蔽パネル５００の開口５７０（図５、図７
参照）を介して、衛生洗浄装置１００の給水配管２９５と電源配線２９７を外側に引き出
しておく。そして、図２４に表したように本体部２００を隠蔽パネル５００の上面にのせ
て、給水配管２９５と電源配線２９７を本体部２００に接続する。
【００３３】
　しかる後に、給水配管２９５と電源配線２９７を隠蔽パネルの開口５７０に収めながら
、本体部２００を凹部５３０（図５、図７参照）に挿入する。そして、図８～図１５に関
して前述したように衛生洗浄装置の本体部２００の上部を固定し、さらに、図１６～図２
３に関して前述したように、本体部２００の前方を隠蔽パネル５００の上面に対して固定
する。　
　その後、便座１１０と便蓋１２０を本体部２００に取り付けて、動作確認をすれば衛生
洗浄装置１００の取付作業は完了する。
【００３４】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、図１乃至図２４に関して前述した
各具体例が有する特徴は、技術的に可能な範囲において適宜組み合わせることができ、こ
れらも本発明の範囲に包含される。　
　また、トイレユニットや衛生洗浄装置の構造や、それらの動作の内容についても、図１
乃至図２４に関して前述したものには限定されず、当業者が適宜設計変更することにより
本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができるものも本発明の要旨を含む限り、
本発明の範囲に包含される。例えば、吐水ノズルは、モータなどの動力により進退するも
のであってもよく、または水圧により進退するものであってもよい。　
　また、本発明は真空式のトイレユニットには限定されず、各種の構造のトイレユニット
に同様に適用して同様の作用効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態にかかる衛生洗浄装置が取り付けられたトイレユニットの模
式斜視図である。
【図２】衛生洗浄装置の固定部を表す概念図である。
【図３】トイレユニットから衛生洗浄装置を取り外した状態を表す模式斜視図である。
【図４】本実施形態の衛生洗浄装置を斜め後方から眺めた模式図である。
【図５】隠蔽パネル５００を表す斜視図である。
【図６】隠蔽パネル５００と便器６００とを分離した状態を表す斜視図である。
【図７】隠蔽パネル５００を便器６００に取り付けた状態を表す斜視図である。
【図８】衛生洗浄装置１００の上部の固定部３００の第１の実施例を表す一部断面図であ
る。
【図９】第１実施例において用いられる取付具の３面図である。
【図１０】第１実施例において衛生洗浄装置１００を取り付ける状態を表した模式図であ
る。
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【図１１】衛生洗浄装置１００の上部の固定部３００の第２の実施例を表す一部断面図で
ある。
【図１２】第２実施例において用いられる取付具の３面図である。
【図１３】衛生洗浄装置１００の上部の固定部３００の第３の実施例を表す一部断面図で
ある。
【図１４】第３実施例において用いられる取付具の３面図である。
【図１５】第３実施例において用いることができる取付具の変型例を表す３面図である。
【図１６】固定部４００の構造を例示する組立図である。
【図１７】固定部４００の構造を例示する組立図である。
【図１８】固定部４００の内部構造を例示する模式断面図である。
【図１９】固定部４００の内部構造を例示する模式断面図である。
【図２０】本体部２００を固定した後にキャップ４１０を取り付けた状態を表す模式図で
ある。
【図２１】固定部４００の変型例を表す斜視図である。
【図２２】変型例の取付構造の内部構造を表す模式断面図である。
【図２３】変型例において設けられるキャップ４１０を表す斜視図である。
【図２４】本実施形態の衛生洗浄装置１００を取り付ける状態を例示する模式図である。
【符号の説明】
【００３６】
１００ 衛生洗浄装置、１１０　便座、１２０　便蓋、２００ 本体部、２０２ 底面、２
０６ 収納部、２０８ 周縁部、２０８Ｐ 端部、２１０ ケースプレート、２１２ 収納凹
部、２６２ 吐水ノズル、２９０ ケースカバー、２９５ 給水配管、２９７ 電源配線、３
３０ 取付具、３３２ 先端、３４０ 取付具、３４２ 固定穴、３５０ 取付具、３５２ 先
端、３５４ 位置規制部、４００ 固定部、４１０ キャップ、４１２ 係合突起、４１６ 
溝、４２０ 防水パッキン、４３０ 凹部、４４０ 固定穴、４５０ ネジ、４８０ 凹部、
５００ 隠蔽パネル（第１の支持体、第２の支持体）、５０２ 前面、５１０ 開口、５２
０ 開口、５３０ 凹部、５４０ 挿入穴、５５０ 固定穴、５６０ 開口、５７０ 開口、６
００ 便器、６１０ バキュームブレーカー、６２０ 給水配管、６５０ フレーム（第２の
支持体）、６６０ 固定具、６６２ ネジ、６７０ フレーム（第２の支持体）、６７２ 開
口
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】
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